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利用者は、その時々の状況や要望に応じた柔軟な
支援により、安心して暮らせている
（参考項目：28）

1. ほぼ全ての利用者が
2. 利用者の２/３くらいが
3. 利用者の１/３くらいが
4. ほとんどいない

2. 利用者の２/３くらいが 2. 家族等の２/３くらいが
3. 利用者の１/３くらいが 3. 家族等の１/３くらいが
4. ほとんどいない 4. ほとんどできていない

3. 利用者の１/３くらいが 3. 利用者の１/３くらいが
4. ほとんどいない 4. ほとんどいない

61
利用者は、健康管理や医療面、安全面で不安なく
過ごせている
（参考項目：30,31）

1. ほぼ全ての利用者が

68
職員から見て、利用者の家族等はサービスにおお
むね満足していると思う

1. ほぼ全ての家族等が

4. ほとんどいない 4. ほとんどいない

60
利用者は、戸外の行きたいところへ出かけている
（参考項目：49）

1. ほぼ全ての利用者が

67
職員から見て、利用者はサービスにおおむね満足
していると思う

1. ほぼ全ての利用者が
2. 利用者の２/３くらいが 2. 利用者の２/３くらいが

59
利用者は、職員が支援することで生き生きした表
情や姿がみられている
（参考項目：36,37）

1. ほぼ全ての利用者が

66
職員は、活き活きと働けている
（参考項目：11,12）

1. ほぼ全ての職員が
2. 利用者の２/３くらいが 2. 職員の２/３くらいが
3. 利用者の１/３くらいが 3. 職員の１/３くらいが

2. 利用者の２/３くらいが 2. 少しずつ増えている
3. 利用者の１/３くらいが 3. あまり増えていない
4. ほとんどいない 4. 全くいない

3. たまにある 3. たまに
4. ほとんどない 4. ほとんどない

58
利用者は、一人ひとりのペースで暮らしている
（参考項目：38）

1. ほぼ全ての利用者が

65

運営推進会議を通して、地域住民や地元の関係
者とのつながりが拡がったり深まり、事業所の理
解者や応援者が増えている
（参考項目：4）

1. 大いに増えている

4. ほとんど掴んでいない 4. ほとんどできていない

57
利用者と職員が、一緒にゆったりと過ごす場面が
ある
（参考項目：18,38）

1. 毎日ある

64
通いの場やグループホームに馴染みの人や地域
の人々が訪ねて来ている
（参考項目：2,20）

1. ほぼ毎日のように
2. 数日に１回程度ある 2. 数日に1回程度

56
職員は、利用者の思いや願い、暮らし方の意向を
掴んでいる
（参考項目：23,24,25）

1. ほぼ全ての利用者の

63

職員は、家族が困っていること、不安なこと、求め
ていることをよく聴いており、信頼関係ができてい
る
（参考項目：9,10,19）

1. ほぼ全ての家族と
2. 利用者の２/３くらいの 2. 家族の２/３くらいと
3. 利用者の１/３くらいの 3. 家族の１/３くらいと

Ⅴ．サービスの成果に関する項目（アウトカム項目）　　※項目№1～55で日頃の取り組みを自己点検したうえで、成果について自己評価します

項　　目
　　　　　　　　取　り　組　み　の　成　果
　　↓該当するものに○印

項　　目
　　　　　　　　取　り　組　み　の　成　果
　　↓該当するものに○印

【第三者評価で確認した事業所の優れている点、工夫点（評価機関記入）】

基本情報リンク先
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/28/index.php?action_kouhyou_detail_022_kani=true&
JigyosyoCd=2894000724-00&ServiceCd=320&Type=search 開設3年目を迎え、サービスの改善に向けた取り組みを着実に進めてきた。事業所玄関の開錠時

間も少しづつ増え、個別の外出の機会も増えてきた。家族が参加される敬老会やクリスマス会等
への参加人数も増えてきている。また、利用者の残存機能を活かして一緒に調理したり、お誕生
日には手作りのケーキを作るなど、食の楽しみに力を入れている。職員と利用者がゆったりと過ご
せる雰囲気もある。隣接の小規模多機能事業所との交流や、災害対策面での協力、同法人の特
別養護老人ホームとの関係など、他機関との連携も同事業所の強みとして挙げられる。

評価機関名 特定非営利活動法人　はりま総合福祉評価センター

所在地 姫路市安田三丁目1番地　　姫路市総合福祉会館内

訪問調査日 令和2年1月30日

所在地 姫路市林田町林谷585番地1

自己評価作成日 令和元年12月15日 評価結果市町村受理日 令和2年2月27日

　（様式１）

1  自己評価及び第三者評価結果

【事業所が特に力を入れている点・アピールしたい点（事業所記入）】

事業所番号 2894000724

ご利用者様「お一人お一人を大切にする」を心掛けています。お誕生日会では、手作りケーキを作
り、皆さんでお祝いさせていただいています。個々の能力を生かせる事が出来る様に、日々の生
活を大切にし、職員、ご利用者様の意欲の向上に繋がる様に努めています。また、ご家族、地域
の方が気遣いなく、いつでも来やすい雰囲気作りと信頼して頂ける施設作りに努めています。

法人名 社会福祉法人　姫路社会福祉事業協会

事業所名 グループホーム　つむぎ

特定非営利活動法人　はりま総合福祉評価センター



実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

Ⅰ.理念に基づく運営

1 （1） ○理念の共有と実践

地域密着型サービスの意義をふまえた事業所理
念をつくり、管理者と職員は、その理念を共有して
実践につなげている

2 （2） ○事業所と地域とのつきあい

利用者が地域とつながりながら暮らし続けられる
よう、事業所自体が地域の一員として日常的に交
流している

3 ○事業所の力を活かした地域貢献

事業所は、実践を通じて積み上げている認知症
の人の理解や支援の方法を、地域の人々に向け
て活かしている

4 （3） ○運営推進会議を活かした取り組み

運営推進会議では、利用者やサービスの実際、
評価への取り組み状況等について報告や話し合
いを行い、そこでの意見をサービス向上に活かし
ている

5 （4） ○市町村との連携

市町村担当者と日頃から連絡を密に取り、事業
所の実情やケアサービスの取り組みを積極的に
伝えながら、協力関係を築くように取り組んでいる

6 （5） ○身体拘束をしないケアの実践

代表者および全ての職員が「指定地域密着型
サービス指定基準及び指定地域密着型介護予防
サービス指定基準における禁止の対象となる具
体的な行為」を正しく理解しており、玄関の施錠を
含めて身体拘束をしないケアに取り組んでいる

・市町村に報告すべき事故が発生した場合は、書面にて速やかに報告し
ている。医療体制や看取り介護についても、電話連絡であるが、確認行
い、協力関係を築ける様に努めている。

・身体拘束を行わないことを運営規定において定めているが、玄関や外部
へ通じる箇所については、暗証ロックにて施錠し、暗証番号を覚えていれ
ば入居者自身の意思で開けられる。但し、地域住民より行方不明や認知
症の方の徘徊について懸念されており、一人で外部に出さないようにして
欲しいと言われている。施設内での身体拘束予防に対し、委員会を設置、
年間2回の研修と3ヶ月に1回の委員会の開催を行っている。暗証ロック施
錠解除とまではいかないが、見守りが可能な場合、交流スペースの窓を
開け、出入りが出来る様に数時間開放している。また、同時に草引きをお
願いする事もある。2階においてはベランダ側の窓を開放し、ベランダに出
たい利用者には自由に出て景色を眺めてもらっている。

運営推進会議の役割を活かした会
議の持ち方の工夫を検討していただ
き、家族の参加の働きかけを行い、
状況報告を含め、地域と共に運営の
見守り、助言できる会議を作り上げ
ることを期待したい。

市とは報告事項や法令に関する確認事項がある時に連絡している。
地域包括支援センターとは日頃から密に連絡をとり、連携を図って
いる。地域の情報を伝えたり、良好な協力関係を構築している。

現在、身体拘束を実施する対象となる利用者はいない。身体拘束の
予防に対して、委員会を設けて、年２回の研修を実施している。委員
会は３か月に１回開催し、職員会議は毎月１回行い、職員の周知に
努めている。玄関の施錠については、近隣住民との関係もあり、随
時の開放は難しいが、職員配置が手厚な時間帯にはできるだけ施
錠しないようにしており、その時間も少しずつ増えている。

事務所理念は１階と２階の見やすい場所に明示している。元々の法
人の理念もあったが、事業所独自の理念として職員と話しあったも
のが介護理念として作成されている。年間の研修計画を６回と予定
し、理念の研修は今年度４月に法令遵守、コンプライアンス、倫理の
基本的なことと共に、研修を実施している。全職員が理念を意識し、
共有して日々のケアにつなげるよう取り組んでいる。

自治会に加入しており、地域活動への参加として清掃活動や交流セ
ンターゆたりんで開催されるイベントに利用者と一緒に参加してい
る。田植えの時期には、溝掃除を実施し、同法人の夏祭りの参加や
地域の祭り時は、家族にも協力して頂いている。職員の知人を通し
て、隣接する同法人の小規模多機能事業所と一緒にアニマルセラ
ピーを受ける機会も設けられている。

自治会長、民生委員、老人会長、地域包括支援センター職員の参
加で毎回開催されている。利用状況、活動内容、面会状況、事故、
ヒヤリハットの報告を実施している。
地域からはお祭り、新年会、親睦会の案内がある。
毎年６月の家族会で評価の報告、事業報告を行っている。

地域包括支援センターや自治会と協力しながら、認知症の支援や理解に
ついて、地域の方へ活かせていけるようにしていきたい。認知症の理解や
家族支援につながる様に、認知症サポータ研修とし、家族へも案内を行
い、職員と一緒に講習会を平成31年2月に実施する。

・運営推進会議には毎回自治会代表、民生委員、地域包括支援センター
の方々に参加いただいている。書面、写真でご利用者の様子、現状報告、
事業所の取り組みについて意見交換を行い、参加者からの意見を参考に
生活の改善を図っている。リーフレットを地域に配布し、どんな施設かを情
報として通知している。今後、施設の様子も含め、お便り等配布が出来れ
ばと思う。

・法人理念と施設内の介護理念を事業所の理念としている。法人理念は
地域貢献についても明示している。
・全職員を対象に伝え、共有を図っている。

・入居者は水のみで地域のスーパーへ買い物に出かけている。衛生的な
面より、食事を温めるクックチルに変更、利用者の方には、盛り付け等を
手伝って頂く。　調理がなくならない様に、週1回木曜日のみ調理日を設定
し、対応している。
・法人の夏祭りを開催し、大勢の地域住民、ボランティアでも参加をいただ
いている。
・6月に田植え時期で、地域の清掃、7月に夏祭り（盆踊り）、地域のお祭り
等、地域行事にも住民の一員として職員、ご利用者が参加している。自治
会との交流も図っている。
・アニマルセラピーとしてＮＰＯ法人を利用し犬との触れ合いを行なう。

自己評価および第三者評価結果
自己評価 外部評価
実践状況

第
三

者 項　　目
自
己

〔セル内の改行は、（Altｷｰ）＋（Enterｷｰ）です。〕

1／8 特定非営利活動法人　はりま総合福祉評価センター



実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

自己評価 外部評価
実践状況

第
三

者 項　　目
自
己

7 (6) ○虐待の防止の徹底

管理者や職員は、高齢者虐待防止関連法につい
て学ぶ機会を持ち、利用者の自宅や事業所内で
の虐待が見過ごされることがないよう注意を払
い、防止に努めている

8 (7) ○権利擁護に関する制度の理解と活用

管理者や職員は、日常生活自立支援事業や成年
後見制度について学ぶ機会を持ち、個々の必要
性を関係者と話し合い、それらを活用できるよう
支援している

9 （8） ○契約に関する説明と納得

契約の締結、解約又はや改定等の際は、利用者
や家族等の不安や疑問点を尋ね、十分な説明を
行い理解・納得を図っている

10 （9） ○運営に関する利用者、家族等意見の反映

利用者や家族等が意見、要望を管理者や職員な
らびに外部者へ表せる機会を設け、それらを運営
に反映させている

11 （10）○運営に関する職員意見の反映

代表者や管理者は、運営に関する職員の意見や
提案を聞く機会を設け、反映させている

12 ○就業環境の整備

代表者は、管理者や職員個々の努力や実績、勤
務状況を把握し、給与水準、労働時間、やりがい
など、各自が向上心を持って働けるよう職場環
境・条件の整備に努めている

13 ○職員を育てる取り組み

代表者は、管理者や職員一人ひとりのケアの実
際と力量を把握し、法人内外の研修を受ける機
会の確保や、働きながらトレーニングしていくこと
を進めている

・契約時に契約書・重要事項説明書を用いて、十分に時間をとり、分かり
やすく説明を行ったうえで、署名・捺印を頂いている。
・不明な箇所については、何度も説明し、理解・納得を図っている。また、
理解を得たと思っていても、その後、分からない事があれば、いつでも事
業所に連絡頂く様に声掛けを行っている。

イベント時に家族参加を促し、来園時に希望確認を行っている。また、イベ
ント以外でも家族が来園された際、状況の連絡や要望を聞ける様にしてい
る。その他、毎年、5月ごろに家族会を開催し、事業報告並びに家族要望
の確認、介護度が上がり、ご本人がグループホームでの生活が困難に
なった際の対応や特養への入所等、家族が安心出来るように、説明を行
い、不参加の家族へも議事録やいつでも連絡頂く様に声掛けを行ってい
る。

・法人全体での研修があり、虐待防止についての理解を深め、周知徹底
を行っている。事業所内の業務時においては、入浴時、衣類交換時に身
体の状況を確認し、小さな痣や傷についても、発見した際、職員間で情報
の共有を行い、虐待、不適切な対応の防止に努めている。傷だけでなく、
ご本人への声掛け等、大きな声を出したり、怒った様な声掛けを行った
際、その都度注意している。また、防犯カメラを設置し、職員への監視では
なく、事故等があった場合に確認用としており虐待への抑制につなげてい
る。

・権利擁護の制度について理解が出来ていない。施設内研修で権利擁護
についての研修を実施検討する。地域包括支援センターへ依頼していた
が、講習の日程が合わず、10/18に実施する。

管理者については、法人の管理職が指導を行い、随時、指導伝達を行
い、質の向上に努めている。他職員については、現認管理者が指導を
行っており、少しずつではあるが、介護状況も良くなっている状況である。
ケアについても、やり方や利用者にどのように接したら良いか分からない
職員もいるため、適時、指導やキャリアのある職員が中心になり他職員と
の連携で、一緒に学習していく事が必要である。

月例職員会議やカンファレンスを通じ職員からの意見や要望を聞き、検討
した上で業務に反映し、意見が出しやすい様に配慮している。

年2回の面談で、自己評価を行い、それに対し、従業員が出来ている事に
関しては、尊重しほめる、維持できるようにしている。できていない所は、
指導し、職員間でも協力し、業務を協力して行っている。研修時間や職員
間での話し合いが出来るような環境を整えている。

運営推進会議へ家族の参加を促す
よう努めて頂き、事業所以外の外部
の人に家族が意見や苦情を表せる
機会や場があることを説明していく
取り組みに期待したい。

毎月の職員会議や行事委員会、ケース検討委員会、身体拘束委員
会、食事委員会など各種委員会の中で意見交換が行われている。
毎月の職員会議よりも、委員会活動の中で職員の意見が反映され
ることが確認できた。職員からの意見・提案・要望など、適切と判断
された改善策は検討し、運営に反映するよう努めている。

年２回「虐待防止」についても「身体拘束廃止」と同時に研修を実施
している。利用者の日常生活の中で不適切なケアにつながらないよ
う職員のストレスチェックの確認やケースによっては産業医に相談
し、職員の健康管理やストレス管理について配慮し、年２回職員の
面談する機会をもうけ、疲労やストレスの蓄積がケアに影響を与え
ないよう努めている。

現在、成年後見制度を利用する対象の方はいない。昨年、地域包
括支援センターの職員から、グループホーム職員と家族向けに研修
を実施してもらい制度の理解に努め、必要な利用者、家族から相談
があれば対応できるようわかりやすいパンフレットも準備されてい
る。

契約時には管理者が十分な説明を行い、不安なことや、不明点はそ
の場で説明することで納得し、同意を得ることができている。
改定時には郵送にて同意を得られている。

家族会を１年に１回開催し、意見交換、要望をうかがい、内容に対し
て説明を行っている。利用者本人の支援についての要望や希望は
家族から聞くことが多く、いつでも意見・相談が受けられるようにして
いる。毎月、担当職員から利用者の状態と介護計画の状況を合わ
せて、お便りとともに同封し、伝えられている。
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実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

自己評価 外部評価
実践状況

第
三

者 項　　目
自
己

14 ○同業者との交流を通じた向上

代表者は、管理者や職員が同業者と交流する機
会を作り、ネットワークづくりや勉強会、相互訪問
等の活動を通じて、サービスの質を向上させてい
く取り組みをしている

Ⅱ.安心と信頼に向けた関係づくりと支援

15 ○初期に築く本人との信頼関係

サービスを導入する段階で、本人が困っているこ
と、不安なこと、要望等に耳を傾けながら、本人の
安心を確保するための関係づくりに努めている

16 ○初期に築く家族等との信頼関係

サービスを導入する段階で、家族等が困っている
こと、不安なこと、要望等に耳を傾けながら、関係
づくりに努めている

17 ○初期対応の見極めと支援

サービスを導入する段階で、本人と家族等が「そ
の時」まず必要としている支援を見極め、他の
サービス利用も含めた対応に努めている

18 ○本人と共に過ごし支えあう関係

職員は、本人を介護される一方の立場におかず、
暮らしを共にする者同士の関係を築いている

19 ○本人を共に支えあう家族との関係

職員は、家族を支援される一方の立場におかず、
本人と家族の絆を大切にしながら、共に本人を支
えていく関係を築いている

20 （11）○馴染みの人や場との関係継続の支援

本人がこれまで大切にしてきた馴染みの人や場
所との関係が途切れないよう、支援に努めている

入居前の面談時に家族だけの話ではなく、必ずご本人からの希望、要望
も聞く様にしている。また、聞き取りが困難な場合は、利用されている、施
設でどのような対応をしているかを確認し、入居後、ご本人が落ち着ける
様に、業務に反映っしている。ケース会議等でご本人の様子や趣味、性格
等、体、精神状態の把握を行い、介護計画に反映できるよう検討してい
る。

・入居申し込みの際は、傾聴し、途中で話をそらさない様にしている。ま
た、料金、サービス内容に対し丁寧にわかりやすく説明を心掛けている。
一番は、病気になった際、基本、家族対応としているが、家族が毎回行く
ことになると、負担が大きい様子で、行けない場合は、相談を持ち掛けて
いただける様に声かけを行っている。
・施設に頻繁に行っても良いか、確認される方も多く、いつでも面会時間帯
に来ていただく様に声かけ行い、来られた際は、ご本人の様子や今現在
の対応をお伝えし、毎月のお便りで個々の状況と施設計画書の進行状況
を伝える様にさせて頂いている。

グループホーム連絡会に参加、業務内容、入居者の日課等のアドバイス
や参考資料を頂いている。開設後も管理者間で情報の交換を行い、交流
している。連絡会主催の研修にも参加している。

・家族には、できるだけ訪問していただける様に声かけを行い、来訪時に
は、入居者と一緒にレクリエーションも楽しんで頂き、喫茶時には、手作り
のケーキやおかし等も一緒に食べて頂き、人間関係の継続に努めてい
る。家族との外出、外泊も自由に行って頂いている。
・イベントがある際、家族へ参加の声かけを行い、多数の家族に参加いた
だいている。

友人、知人をはじめ、馴染みの訪問は自由に受け入れている。また、今ま
で利用されていた事業所へも、いきいき百歳体操、3B体操を通じ、交流の
場も作れるようにしている。近所の利用者については、近隣で馴染み深い
お店等、買い物に出かけ、会話を楽しまれる事もある。

申し込みや見学があった際、本人や家族から情報を収集し、ご本人、家族
が必要としているサービスが提供できるように心がけている。必要時は助
言も行えるように努めている。他サービスが適していると判断した場合は、
同法人の施設又は他の居宅支援事業所への紹介も行っている。

買い物、掃除、洗濯、調理等、入居者と一緒に出来ることを行う様にして
いる。今までの趣味や、全員で出来るレクリエーションも一緒に行い、共に
笑顔で過ごせる環境も作っていけるように努めている。

面会に来られる家族は遠方の方が多いが、本人と意思疎通がとれ
る方は会話の中で環境の変化を話題にされたり、家族への要望も
伝えられている。お墓参りや法事に行きたい時は、家族が対応して
いる。友人、知人が時々面会に来られたり、今まで利用していたデイ
サービスのイベントへの参加やいきいき百歳体操、３B体操の参加を
通した交流の場が設けられている。
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実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

自己評価 外部評価
実践状況

第
三

者 項　　目
自
己

21 ○利用者同士の関係の支援

利用者同士の関係を把握し、一人ひとりが孤立
せずに利用者同士が関わり合い、支え合えるよう
な支援に努めている

22 ○関係を断ち切らない取組み

サービス利用（契約）が終了しても、これまでの関
係性を大切にしながら、必要に応じて本人・家族
の経過をフォローし、相談や支援に努めている

Ⅲ．その人らしい暮らしを続けるためのケアマネジメント

23 （12）○思いや意向の把握

一人ひとりの思いや暮らし方の希望、意向の把握
に努めている。困難な場合は、本人本位に検討し
ている

24 ○これまでの暮らしの把握

一人ひとりの生活歴や馴染みの暮らし方、生活環
境、これまでのサービス利用の経過等の把握に
努めている

25 ○暮らしの現状の把握

一人ひとりの一日の過ごし方、心身状態、有する
力等の現状の把握に努めている

26 （13）○チームでつくる介護計画とモニタリング

本人がより良く暮らすための課題とケアのあり方
について、本人、家族、必要な関係者と話し合
い、それぞれの意見やアイディアを反映し、現状
に即した介護計画を作成している

27 ○個別の記録と実践への反映

日々の様子やケアの実践・結果、気づきや工夫を
個別記録に記入し、職員間で情報を共有しながら
実践や介護計画の見直しに活かしている

交流スペースを活用し、利用者同士の関係作りに配慮している。積極的に
何でもされる利用者の方の姿を見て、自身も手伝いたいという意識が出来
るようにしている。ユニットごと過ごすだけでなく、イベント時には、2ユニット
合同で行い、事業所全体で関わりが持てるように配慮し、調理材料の不
足時、ユニットで作ったお菓子等を共有できる際は、お裾分けで利用者と
一緒に行き来している。習字や将棋などの趣味が一緒である利用者には
フロアに関係なく集まってもらい合同で行っている。

・法人内に特養、デイサービス、小規模多機能、居宅支援事業所があり、
サービスが終了しても、支援を引き続き法人内で行えることを申し込み時
に伝えると共に、グループホームを退去されても、家族へは、いつでも相
談に来ていただける様に声かけを行っている。また、在宅での対応が困難
な方がおられた場合、居宅支援事業所とも連絡を取り合う様にしている。

毎日の生活における気づきや様子、対応の変更等をパソコンで記録し、全
職員で情報を共有している。特に重要な事については、申し送りとしても
れなく伝達したり、別のノートに記載し、職員が確認する。状況の変化等で
対応が可能であれば、計画書にも反映している。出来ない場合は、検討も
行うが、出来るだけ希望に添える様に対応している。

日々の生活として、洗濯物たたみ、調理時の手伝い、片付け（洗い物）、フ
ロアや自身の居室の掃除等を積極的に行っている。また、レクリエーション
やカラオケ等にも参加し、適度な運動も心掛けている。日により精神状態
も変化し、できない場合もあり、その時に出来ることを行っている。

各入居者の状況をアセスメントし、各委員会で話し合いを行っている。家
族の意向や希望も追加となった場合は、委員で話し合いの場を持ち、計
画に反映と実際に携わる職員からも情報を聞き取り、計画に反映してい
る。介護計画に関しては、閲覧できる場所に置き何時でも見れる様にして
いる。

・入居前の面談時に家族、ご本人の意向、希望を確認し、アセスメントを行
い、それに基づき個別ケアに取り組んでいる。入居後も担当者を通じ、様
子、行動を確認し、希望や要望があれば、その都度対応を行っている。

申し込み時に今までの生活歴と性格等を用紙に記入していただき、入居
前の面談時に再度確認の為、生活歴や家族関係等も伺い、グループホー
ムの生活に反映している。
また、入居後も生活面などで気になることがあればその都度確認し、面談
等を行い把握に努めている。

本人、家族の思いや要望を聞きとる際には「お誕生日には何が食べ
たいですか」と日々の暮らしの中で身近な関心がもてる内容を聞い
ている。本人の言葉や思いを出しづらい場面では、行動を見守る中
で、利用者の気持ちを汲み取りながら、声かけを行い、その人らしい
生活ができるような支援が行われている。

本人、家族の要望、意向や状態変化に応じて、アセスメントとモニタ
リングをくり返しながら、期間ごとの見直しはもとより、ケース検討委
員会で介護計画の見直しが行われている。
本人の状態変化に伴って、食事、栄養面に関する支援が必要な方
に対して、同法人の栄養士に指導を受けたり、協力医への相談を通
して助言を得て連携が図られている。
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実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

自己評価 外部評価
実践状況

第
三

者 項　　目
自
己

28 ○一人ひとりを支えるための事業所の多機能化

本人や家族の状況、その時々に生まれるニーズ
に対応して、既存のサービスに捉われない、柔軟
な支援やサービスの多機能化に取り組んでいる

29 ○地域資源との協働

一人ひとりの暮らしを支えている地域資源を把握
し、本人が心身の力を発揮しながら安全で豊かな
暮らしを楽しむことができるよう支援している

30 （14）○かかりつけ医の受診支援

受診は、本人及び家族等の希望を大切にし、納
得が得られたかかりつけ医と事業所の関係を築
きながら、適切な医療を受けられるように支援し
ている

31 ○看護職との協働

介護職は、日常の関わりの中でとらえた情報や
気づきを、職場内の看護職や訪問看護師等に伝
えて相談し、個々の利用者が適切な受診や看護
を受けられるように支援している

32 （15）○入退院時の医療機関との協働

利用者が入院した際、安心して治療できるよう
に、又、できるだけ早期に退院できるように、病院
関係者との情報交換や相談に努めている。ある
いは、そうした場合に備えて病院関係者との関係
づくりを行っている。

33 （16）○重度化や終末期に向けた方針の共有と支援

重度化した場合や終末期のあり方について、早
い段階から本人・家族等と話し合いを行い、事業
所でできることを十分に説明しながら方針を共有
し、地域の関係者と共にチームで支援に取り組ん
でいる

34 ○急変や事故発生時の備え

利用者の急変や事故発生時に備えて、全ての職
員は応急手当や初期対応の訓練を定期的に行
い、実践力を身に付けている

35 （17）○災害対策

火災や地震、水害等の災害時に、昼夜を問わず
利用者が避難できる方法を全職員が身につける
とともに、地域との協力体制を築いている

その時々に応じて対応している。入居者が体調を崩し、受診する際も家族
が対応困難な場合は、柔軟に対応し、事業所にて受診を行っている。ま
た、訪問診療により、定期的に体調面の管理、適切な処置相談を行ってい
る。

開設当初から看護師等の配置がなかった為、医療連携も困難な状況で
あった。契約時は、家族へも希望があれば、対応し、必要時は病院へ行く
対応が出来ることを十分に説明している。終末期については、利用者の状
況や施設の受け入れ体制等、家族へも理解が得られるように十分に説明
している。

法人内の事業所で勤務している職員は法人の年間研修でＣＰＲ研修を
行っているが、新規職員に出来るだけ、研修に参加して頂く様にしている。
また、施設内においても実施する予定。

看護師が週2日で配置となっており、適切な看護が提供できるようになっ
た。また、夜間帯は、オンコールにて看護師との連絡もでき、適切な看護
が提供できる事を期待する。嘱託医、介護職員との日ごろの様子などの
連絡、連携もスムーズに行えるようになった。

入院が決定した時点で、必要な状況、情報を即座意に提供している。退院
後も家族対応が困難な場合には、事業所で受診を行い、関係性が築ける
様にしている。看護師配置により、利用者個々の状況、病状の情報が、医
師へ的確に伝わる様にしている。

近所のスーパーへの買い物へ行き、馴染みの関係を作っている。また、地
域で行われているイベントにも参加し、交流を図っている。施設内イベント
での仕出しなども地域の店の物を利用して関係を作っている。

家族の希望を確認し、事業所の嘱託医への希望がある場合は、現在の主
治医の紹介状をもらってきていただき、変更をしていただいている。定期
の受診や現在のかかりつけ医を希望される場合は、家族対応にて受診を
行っている。また、かかりつけ医での対応でも気になる体調の変化があれ
ば、事業所の嘱託医に相談し、必要であれば、家族確認を行い、服薬等
の処方をしていただく。また、診療日以外でも、相談できるようにしている。

避難及び通報訓練を年2回実施予定としている。運営推進会議でも訓練
実施に関する報告を行っている。被害に備え、備蓄品を準備する予定であ
るが、今年度中に備蓄品の設置を行う予定とする。

地域住民との連携、協力を得ながら
避難訓練の実施を定期的に行う取り
組み体制の構築や災害時マニュア
ルをもとに職員に向けての研修を実
施し、風水害、地震対策についても
周知し努めていただくことが期待さ
れる。

嘱託医の往診が第２、第４木曜日にある。１８名中１５名が嘱託医と
なっている。他の３名の方は家族の方が受診対応を行っている。歯
科医の往診は月に１回ある。状態変化に伴い、気になることがあれ
ばいつでも相談できるよう連携を図っている。状況に合わせて２週間
に１度、看護師の配置があり、受診への同行の対応が行われてい
る。

１年以内の入退院は３名おられた。その都度、情報提供書、嘱託医
から病院へ紹介状を渡し、家族と入院先の地域連携室との連携を
行い、退院に向けた支援が行われている。
医療行為が必要な状態になるとグループホームでの受け入れ体制
が難しくなる旨を家族に十分な説明を行い、病状の理解を得たうえ
で、入院が必要になれば病院から家族に説明が行われている。

看取りに対する指針はあるが、職員の研修は行っていない。利用契
約時に重度化、看取りに関するアンケートをとり、同意書を得てい
る。終末期の医療については主治医から病状の判断のもと指示が
あり、家族への理解が得られるよう説明を行っている。

避難訓練及び火災訓練を年２回実施している。風水害、地震時の訓
練は現在のところ実施していない。同法人の事業所が近隣に２か所
あり、連携をとっている。今年度中に備蓄品を整備する予定である。
「消防設備等に関する綴り」「非常、災害マニュアル」の整備を行って
いる。
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実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

自己評価 外部評価
実践状況

第
三

者 項　　目
自
己

Ⅳ．その人らしい暮らしを続けるための日々の支援　

36 (18) ○一人ひとりの尊重とプライバシーの確保

一人ひとりの人格を尊重し、誇りやプライバシー
を損ねない言葉かけや対応をしている

37 ○利用者の希望の表出や自己決定の支援

日常生活の中で本人が思いや希望を表したり、
自己決定できるように働きかけている

38 ○日々のその人らしい暮らし

職員側の決まりや都合を優先するのではなく、一
人ひとりのペースを大切にし、その日をどのように
過ごしたいか、希望にそって支援している

39 ○身だしなみやおしゃれの支援

その人らしい身だしなみやおしゃれができるよう
に支援している

40 (19) ○食事を楽しむことのできる支援

食事が楽しみなものになるよう、一人ひとりの好
みや力を活かしながら、利用者と職員が一緒に
準備や食事、片付けをしている

41 ○栄養摂取や水分確保の支援

食べる量や栄養バランス、水分量が一日を通じて
確保できるよう、一人ひとりの状態や力、習慣に
応じた支援をしている

42 ○口腔内の清潔保持

口の中の汚れや臭いが生じないよう、毎食後、一
人ひとりの口腔状態や本人の力に応じた口腔ケ
アをしている

希望があれば、馴染みの美容院で毛染め、パーマに行かれている。事業
所内において、マニュキア等、体験していただいたが、嫌がる方もおられ、
現在は、おしゃれをする対応が出来ていない状況である。希望される場合
や様子を見て、そのような雰囲気があれば、対応する。入浴時の服選び
ができる利用者は職員と一緒に行なっている。

毎日、調理、盛り付け、配膳、下膳、片付けを利用者の方と一緒に行って
いる。
・偏食の多い方については、出来るだけ食べて頂ける様に声かけを行って
いるも、無理強いはしないように対応している。
・おやつは、利用者と「ケーキ」「羊羹」「プリン」等を一緒に作っている。ま
た、誕生日会やクリスマス会、お正月等、ケーキやおせち料理を作ってい
る。
・利用者同士楽しく食事できるようテーブルや席の配置を考え、談笑等し
ながら食事ができる環境づくりを行っている。

常に入居者の発言に対し、傾聴する意識を持ち、意向を確認しながら、関
わることを徹底し、いつでも希望要望が言える環境を作っている。自己決
定が困難な入居者については、表情や発言に添った対応が出来るように
配慮している。

基本的には、個々のペースに合わせ、時間を過ごしていただいている。イ
ベント、法人内での催しについては、地域の方の都合もあり、事業所主導
で行う様になっている。

適切な声かけや使い方についても、まだまだできていない為、入居者の尊
厳を守れる言葉遣いが出来るように、全職員に周知徹底していく。
・排泄時、着替え、入浴時には、羞恥心に配慮し、ご本人のプライバシー
の保護に努めている。居室についても、施錠が自由にできるようになって
いる。

水分量の少ない利用者については、細まめに摂取を促し、お茶では、飲ま
ない方については、ジュースやポカリスエットなどで対応し、出来るだけ摂
取していただく様にしている。栄養面については、事業所内で、給食委員
会で検討し、家庭的な食事提供を行っている。

自身で口腔ケアが出来る入居者については、声かけにて勧めている。義
歯は、食後に外していただき、洗浄を実施とうがいを勧めている。義歯使
用者で夜間帯は外し、洗浄液に漬け込み、うがいをしていただいている。

前回の目標として、引き続き、プライ
バシーマニュアルの整備、接遇研修
の実施に取り組み、利用者の対人援
助の基本を日々の生活の中で確認
し、改善できるよう職員間で周知され
ることに努めていただくことが期待さ
れる。

主菜、副菜は業者が配食するチルドのものを使っているが、御飯と
汁物は利用者と共に事業所で作っている。買い物から、米とぎ、簡
単な調理、盛り付け、下膳、後片付けなど一緒に行っている。また、
毎週木曜日は、全て手作りにしている。利用者の希望で、かにすき
をしたり、お正月やクリスマスなど季節に沿ったメニューを考案し、お
誕生日には利用者の希望のケーキを手作りしている。

年に１回、権利擁護の研修を行っている。利用者の方はほとんど自
立されており、ご自身で排泄時は対応されていますが、場合によっ
て同性介助の配慮や支援に努めている。
「言葉づかい、話し方」マニュアルが整備されており、今後はプライバ
シーマニュアルの整備や研修の実施に向けた取り組みを予定してい
る。
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実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

自己評価 外部評価
実践状況

第
三

者 項　　目
自
己

43 (20) ○排泄の自立支援

排泄の失敗やおむつの使用を減らし、一人ひとり
の力や排泄のパターン、習慣を活かして、トイレで
の排泄や排泄の自立にむけた支援を行っている

44 ○便秘の予防と対応

便秘の原因や及ぼす影響を理解し、飲食物の工
夫や運動への働きかけ等、個々に応じた予防に
取り組んでいる

45 (21) ○入浴を楽しむことができる支援

一人ひとりの希望やタイミングに合わせて入浴を
楽しめるように、職員の都合で曜日や時間帯を決
めてしまわずに、個々にそった支援をしている

46 ○安眠や休息の支援

一人ひとりの生活習慣やその時々の状況に応じ
て、休息したり、安心して気持ちよく眠れるよう支
援している

47 ○服薬支援

一人ひとりが使用している薬の目的や副作用、用
法や用量について理解しており、服薬の支援と症
状の変化の確認に努めている

48 ○役割、楽しみごとの支援

張り合いや喜びのある日々を過ごせるように、一
人ひとりの生活歴や力を活かした役割、嗜好品、
楽しみごと、気分転換等の支援をしている

49 (22) ○日常的な外出支援

一人ひとりのその日の希望にそって、戸外に出か
けられるよう支援に努めている。又、普段は行け
ないような場所でも、本人の希望を把握し、家族
や地域の人々と協力しながら出かけられるように
支援している

職員の都合ではあるが、曜日、入浴時間帯がその時々により決まってい
る。ただ、当日入浴を予定していても、体調面やその時間では「早い」と言
われる方については、時間をずらし入っていただく様に対応を行っている。
浴槽には入浴剤を入れてできる限り自身の残存機能を使って行い、介助
は必要最低限にとどめ過介助にならないよう努めている。

居室の照明の明るさ、就寝時間は個々の生活習慣に配慮し、入居者の意
思で行動していただいている。就寝時は、パジャマに着替えて頂き、安眠
につなげている。部屋の温度を暑すぎないように調整も行っている。

自身で行かれる方については、失敗や紙パンツ内の汚れの確認を行って
いる。失敗の多い方については、パターンを確認し、時間を決めて、トイレ
への誘導を行い、対応している。男性職員が多い為、異性介助にはなって
いるが、その方の羞恥心も配慮し、拒まれる場合は同性介助で対応を
行っている。できる限り自身の残存機能を使って行い、介助は必要最低限
にとどめ過介助にならないよう努めている。

入居者個々の排泄パターンの把握に努め、必要な方には、散歩や適度な
運動を勧めている。水分不足も考えられる為、水分摂取の声かけも行い、
食事面で繊維質の物や乳製品をデザートで摂取する。偏食が多い利用者
の方も多く、手作りおやつに繊維質食材を混ぜ込み、食べて頂く様にして
いる。それでも出にくい場合は、嘱託医とも相談を行い、服薬の処方を検
討している。入居者が重度化しても、リフト付きシャワーチェアを設置して
おり、介助で浴槽までの入浴が可能となっている。

外出は、随時行っているが、職員の都合によりできない場合も多くあった。
しかし月1回は外出できるように配慮している。定期的に外出しているの
は、スーパーへの買い物が中心でそれ以外は外出できていない状況で
あったが、近所の散歩やドライブ、他施設での体操などに参加することを
定期的に行っている。

毎回の薬の準備は、看護師が対応、処方内容が変更した場合や症状に
変化が見られた場合は、嘱託医へ確認相談を持ち掛け、対応を行ってい
る。

生活歴、趣味などご本人が楽しんでしてこられた事を中心に役割を持って
いただき対応楽しみの場を提供している。家事手伝いが中心で生活をさ
れていた方については、調理時、片付け時に一緒に行う様にしている。気
分転換として、近隣の散歩やドライブ、他施設での体操への参加を行って
いる。

昨年より、個別に外出できる機会が増えた。近くのコンビニにおやつ
を買いに行ったり、気候が良ければ散歩にも積極的に出かけてい
る。ドライブで海を見に行ったり、月１回はスーパーでの買い物もして
いる。また、隣接する小規模多機能事業所で行われている体操にも
参加している。家族の協力を得て、食事やレジャーにでかけられるこ
ともある。

トイレは、１ユニット３か所ある。排泄パターン、水分摂取量をチェック
表にて把握し、トイレへの誘導を行っている。紙パンツやパッド併用
の方もおられるが、見守りで対応が可能な方が多く、過度な介助に
より自立が阻害されることを防ぐよう心掛けている。排泄マニュアル
も確認できた。

基本的に週2回の入浴となっている。利用者から入浴の曜日や時間
の希望が出ることは現在のところない。業務分担表で入浴日を
チェックし、拒否がある方についても、声かけのタイミングや、職員の
配置を工夫し、なるべく入浴して頂けるよう努めている。入浴剤やゆ
ず湯等の楽しめる工夫もしている。
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実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

自己評価 外部評価
実践状況

第
三

者 項　　目
自
己

50 ○お金の所持や使うことの支援

職員は、本人がお金を持つことの大切さを理解し
ており、一人ひとりの希望や力に応じて、お金を
所持したり使えるように支援している

51 ○電話や手紙の支援

家族や大切な人に本人自らが電話をしたり、手紙
のやり取りができるように支援をしている

52 (23) ○居心地のよい共用空間づくり

共用の空間（玄関、廊下、居間、台所、食堂、浴
室、トイレ等）が、利用者にとって不快や混乱をま
ねくような刺激（音、光、色、広さ、温度など）がな
いように配慮し、生活感や季節感を採り入れて、
居心地よく過ごせるような工夫をしている

53 ○共用空間における一人ひとりの居場所づくり

共用空間の中で、独りになれたり、気の合った利
用者同士で思い思いに過ごせるような居場所の
工夫をしている

54 (24) ○居心地よく過ごせる居室の配慮

居室あるいは泊まりの部屋は、本人や家族と相
談しながら、使い慣れたものや好みのものを活か
して、本人が居心地よく過ごせるような工夫をして
いる

55 ○一人ひとりの力を活かした安全な環境づくり

建物内部は一人ひとりの「できること」「わかるこ
と」を活かして、安全かつできるだけ自立した生活
が送れるように工夫している

電話については、自由に携帯を使用される方については、使用していただ
いている。その他の方については、職員へ声をかけていただき、事業所の
電話にて家族連絡を行っている。電話での会話が困難（難聴など）な利用
者については、職員から家族様へ連絡を行っている。

室温は、24℃で快適に過ごせる様に配慮している。食堂、廊下について
も、薄い茶系の落ち着いた色で、圧迫感もなく、広々と移動もできるスペー
スとなっている。通りに面した側の窓も大きく、外の景色が一望でき季節感
を感じられるようになっている。日めくりカレンダーも手作りで作成し、壁に
飾り、今日の日付が分かるようにしている。冬場は乾燥を防ぐため、加湿
器も設置している。

基本的には、金銭の持参はなく、事業所で立て替えで対応し、利用料金と
一緒に徴収している状況。外出で何かを購入する場合は、ご本人ではな
く、付き添い職員が支払っている。少量の金銭を持参されている方もおら
れる。

廊下の手すりは、廊下から共有スペースも低い位置で設置している。歩行
器を使用される方についても、廊下が広くとっており、2台でもすれ違いが
出来るようになっている。浴室は、システムバスで分かりやすいピンク色の
手すりがついており、浴槽は、その方に身体状況により、移動が可能な状
態となっている。

交流スペースにテレビ、ソファーを設置しており、テレビ鑑賞、飲食、談話
をされている。その他、外出行事等の写真類を掲示し、目の付くところに張
り出している。職員が見守りしながらではあるが、仲の良い利用者同士で
会話、読書も楽しまれている。ソファーでは落ち着かない場合は、少し離
れた場所に食事時のテーブルがあり、場所を変えて会話を楽しまれてい
る。

居室は、ベッド、テレビ台、カーテンを事業所にて設置させて頂き、ご本
人、家族の思う様に模様替えも可能にしている。室内の照明についても、3
段階で切り替わり、好みの明るさで過ごせる環境で、冷暖房も完備してい
る。家族には、使い慣れた物やご本人が落ち着ける見慣れた物を置く様
に声かけを行っている。利用者の希望でテレビの設置でき、一人でゆっく
り鑑賞し過ごしてもらうこともできるようにしている。

キッチンが壁づけとなっており、利用者の見守りが難しい反面、リビ
ングが広く使えるようになっており、掃き出し窓も大きく、開放感があ
る。建物を囲むフェンスの内側では草引きをしたり、プランターで植
物を育てる空間があり、季節の変化も楽しめる。壁面にはお出かけ
の際に撮った写真などが飾られている。図書館から譲渡された雑誌
や図書もおいてあり、自由に読むことが出来る。

各居室の写真付の表札は季節ごとに替えて楽しんでいる。居室内
は、エアコン・ベッド・テレビ台・洗面台が備え付けとなっている。収納
は、各自持ち込みとなっており、箪笥の上に写真をかざられたり、ソ
ファーを持参されている方もおられる。刃物等危険なもの以外は持
ち込み可能である。
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